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令和元年度 第２回 いわき市介護保険運営協議会 議事録 
 
１ 日 時 令和元年 11 月 28 日（木） 午後２時３０分～午後４時００分 
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５ 議 事 

 

⑴  報告事項 

  ア 台風 19 号等に伴う介護保険施設等の被害状況及び対応等について 

 

⑵  協議事項 

  ア 第９次高齢者保健福祉計画の策定に向けたアンケート調査について 

 

６ 会議の大要 
 
⑴ 報告事項 
 ア 台風 19 号等に伴う介護保険施設等の被害状況及び対応等について 

発 言 者 内 容 
 

 
 
 
 

事 務 局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 委 員 

 
※ 協議会開催に先立ち、今般の台風被害に係る意見等を書面にて各

委員より事前提出するよう求めている。この意見に関する事務局

の所見を、議長要請により事務局から発言。 
 
自力で給水所に行けない高齢者に係る対応について、市では区長

（行政嘱託員）、民生委員、介護支援専門員等に個別の対応を依頼し

た。今後も民間の協力をお願いしたい。その中で、潤滑な対応がで

きるような仕組みの構築に向けて整理していきたい。 
 
避難を要する高齢者の救急要請について、今般の洪水被害におけ

る消防本部の全面的な対応は困難だったようだ。 
消防本部によると、市内全域での避難勧告を受けて、各消防署に

は地区割にこだわらず対応を指示したが、通報が 1,200 件程あり全

ては対応できないことから、人命の危険が高いと判断されるものを

優先して対応している。そして、翌朝からは自衛隊等の協力を得な

がらボート等を利用して救出活動を行ったようだ。 
これを受けて、自身での避難が難しい避難行動要支援者について

の個別避難計画策定の重要性を再認識したところである。 
しかし、避難行動要支援者は誰に支援を頼むかという段階で調整

ができていないケースが多く、これは行政主導で指定していくこと

は困難である。ゆえに、地域住民の協力が不可欠だ。 
市としては、支援者の選定に関与する方策を検討していきたい。 
 
市では、高齢者の自力避難について、個別避難計画を策定するプ
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議 長 
 
 
 
 

Ｄ 委 員 
 
 

ロセスを現在検討しているのか。 
 
まだ具体的なプランはできていない。 
 
消防庁の調査では、本市では業務継続計画を策定しているとある

が、本当か。本県では 59 市町村のうち 19 の自治体が策定している

ようだが。 
 
業務継続計画（ＢＣＰ－Business Continuing Plan）とは、災害

時に災害対応と並行して行うべき通常業務と後回しにすべき通常業

務を整理し、業務計画として定めたものである。 
例えば、各介護事業所に係る災害対応が最優先され、通常の介護

サービス等に係る相談は後回しとする。公民館事業、学校事業等も、

ＢＣＰの順序的には優先度が低いものと判断される。 
市では、こういったＢＣＰを作成し、全庁的に災害業務を優先し

て対応できる体制を整えている。 
 
断水や救助活動等、うまく対応できたこととできなかったことの

分析をすべきではないか。 
 
それはＢＣＰではなく地域防災計画の範疇となるが、今回の災害

の反省点については、庁内での取りまとめ作業を進めているところ

である。断水等の個別事項についてはここでは申し上げられない。 
 
この件は防災の観点に当たる部分であり、この場で検討する案件

ではないのではないか。 
 
市の全体の防災計画の中での介護に関するサポート等についてど

うすべきか、ＢＣＰの中で検討されるべきだという観点で発言した。 
 
この場では、介護保険制度というものを通じて市にどのような意

見をするか、介護サービス利用者がサービスを如何に命の危険なく

安全に利用するために、個人または事業者に向けてどうすべきかと

いう観点で話を進めた方が良いのではないか。 
 
事務局は意見集約をした場合、介護保険に関するものとそれ以外

に分類し、前者はこの場で議論し、後者は市の防災担当部局等と情

報共有する等の対応を取るべきではないか。 
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台風第 15 号の時は、千葉県にて大規模停電やゴルフ練習場のフェ

ンス等回答の被害があった。この時は９月初旬ということもあり、

停電でエアコンが使えないことによる熱中症の問題があった。 
台風第 19 号では、市内で大規模な停電被害というのはなかった

が、今後は介護保険施設等や医療機関における長期間停電に対する

対策を、行政としても想定しておくべきではないか。 
 
市内には双葉郡の介護施設が仮設で設置されているものがある

が、台風 19 号時において、避難指示の発令や断水のことを把握して

いないようだった。 
そのような施設では、災害時の連絡体系はどのようになっている

のか。 
 
災害時の連絡体型だが、市内に設置されている事業所について、

双葉郡の仮設事業所か否かの区別はしていない。 
ただし、避難勧告（指示）や断水等の情報を、特に居住系施設に

対して連絡するという体制には至らぬ点があった。市では防災メー

ル等での発信やメディアへの情報提供等を実施しており、それで広

く周知できるものと考えるが、プラスアルファとして居住系施設へ

のアナウンスはすべきというのが反省点だと認識している。 
また、高齢者個人への情報発信についても、民生委員やケアマネ

ージャーを介した声掛けについて協力願いたい。これは、台風 19 号

時にはできていなかったため、以後の大雨時には協力依頼を行った。

このことも反省点としている。 
 
 

※ 傍聴人より発言を求める挙手あり。議長判断により、建設的な意

見であることを求めた上で発言を許可。 
 
避難行動要支援者名簿について、自分の父を在宅介護していたた

め、約 15 年前からその存在を知っている。しかし、支援者を名簿に

登録できずにいる方を支援できる体制に未だになっていない。市で

介入して改善する方策を検討すべきではないか。 
 
民生児童委員は、東日本大震災以降、市の依頼を受けて高齢者の

避難行動要支援者名簿への登録作業を行った。その際、名簿には必

ず協力者の氏名を記載しているはずだ。協力者は身内の方が優先で
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あり、それが困難な時は隣人や民生児童委員になっている。 
ただし、民生児童委員は例えば 10 人に対する協力者となっていて

も、実際には１人しか助けることができない。その辺は地域住民の

協力が得られるよう、要支援者自身が地域との付き合い方を考えて

いただく必要があるだろう。 
 
避難行動要支援者避難支援制度は、以前は災害時要援護者登録制

度と言う事業だった。これは、避難行動の支援を要する高齢者等が

自分から申し出ることで、名簿に登録されるというものだった。こ

の時は、民生委員に支援が必要と見込まれる方について登録をあっ

せんするようお願いして登録していく形だった。 
しかし、民生委員が多数の方の協力者として登録していたり、遠

方に暮らす親族が協力者になっていたりという問題があった。 
個人的な考えになるが、実効性のある支援者とは隣組レベルしか

ないのではないか。 
現在はそれを強力に推進するシステムはないが、市社会福祉協議

会の協力の下、地域の役員の方と共に避難行動要支援者が活用でき

る社会資源を地図上に落とし込み、併せて地域での支援の方策を考

えるという作業を数年前から始めている。 
またこういった対策を踏まえ、それぞれの地域で集団防災の議論

が活発化し、１人でも多くの要支援者に関する個別避難計画が増え

ていくことを期待したい。 
 
今は、隣組構成員の高齢世帯割合の増加等もあり、隣組単位での

支援はできない。 
ゆえに、現在は住民支え合い活動という形で動いている。断水時

も支え合いサポーターの協力で水の配布を行った。 
しかし、住民支え合い活動の団体数は増えていないため、増やし

ていくための取り組みが求められる。 
 
住民支え合い活動では、第三層協議体（行政区レベル）を市社会

福祉協議会にて設置しており、被災した地域の高齢者の生活上の不

便を支え合いサポーターが支援する活動を行ってきた。 
これは災害だから特別ということではなく、普段からの気づきや

住民どうしの声かけ・見守りの積み重ねが災害時に役に立ち、それ

が避難に繋がっている。このような教訓を生かし、第三層協議体や

第二層協議体（旧市町村圏域レベル）と災害ボランティアが力を合

わせて活動していくことが必要だろう。 



  

⑵ 協議事項 
ア 第９次高齢者保健福祉計画の策定に向けたアンケート調査について 

 
≪議事承認について異議なし≫ 

発 言 者 内 容 
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「介護予防・生活圏域ニーズ調査」の件数（母数）どのぐらいか。 

また、件数（母数）は 13 地区ごとに割り振りを行うのか。それと

も完全にランダムなのか。 

 

件数（母数）は前回と同じ 9,800 件を想定している。 

また割り振りについては、14 圏域ごとの人口割合に応じて行う。 

 

正確な調査結果を得るためには、高い回収率が必要と考える。そ

のための方策を検討すべき。 

 

前回のアンケート調査は、対象とする層全体に対してどの程度の

割合を調査対象としたのか。統計的に意義のある結果というものは、

絶対数に対して何％があれば根拠があるかということに繋がる。 

 

「介護予防・生活圏域ニーズ調査」が対象とする層、すなわち 65

歳以上の方（第１号被保険者）は約 10 万人であり、この１割に対し

て前回は調査票を送付した。 

なお調査内容だが、前回の調査に際して、前々回５つあったアン

ケート調査を３つに集約している。今回は前回に対してかなり小幅

な変更に留めている。 

 

アンケート調査というものは、トレンドを分析する観点からも変

更はなるべく行わず、マイナーな部分に留めた方が良い。 

また、前回の 68％の回収率は高いと思うが、9,800 人の妥当性に

ついては疑問がある。総合的な部分をもう少し検討すると、例え回

収率が減ったとしても意義のある調査結果となるのではないか。 

 

「介護支援専門員アンケート調査」の前回回収率が 53％と低かっ

たようだが、介護支援専門員は繁忙な中でのアンケート調査票の受

け取りとなる点が、原因の１つと考えられる。 
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回答票の送付・回答方法をＦＡＸやインターネット等、多様なも

のにすると回答率が上がるのではないか。 

ほか２つのアンケートについては、介護支援専門員連絡協議会と

しても担当ケースが安心して回答できるよう協力したい。 

 

「介護支援専門員アンケート調査」は、連絡協議会会員の全員に

送付するのか。また、施設や事業所単位ではなく、個人単位で送付

するのか。 

 

そのとおり。前回は会員 330 人に送付した。 

 

わかった。私の方からも会員に（協力するよう）指導する。 

 

「介護予防・生活圏域ニーズ調査」の調査項目の中に、「【問１（３）】

現在の暮らしの状況を経済的に見てどう感じていますか」とあるが、

後期高齢者の自己負担が１割から２割に引き上げられることになる

と、「苦しい」との答えが増えると想定される。 

介護保険事業に活かす観点から、具体的な健康状況を汲み取れる

内容にしてほしい。 

 

【問２】の各項目の選択肢が「２．できるけどしていない」と「３

できない」に分かれているが、これはなぜか。 

 

国の原案に基づいていることによる。「介護予防・生活圏域ニーズ

調査」は「見える化」システムへデータベース化して処理を行うた

め、指摘頂いた内容を変更できない場合がある。その点を了承願い

たい。 

 

国の原案から大きく変更できない点は承知しているが、質問の意

図が正確に伝わるよう修正することは可能ではないか。 

例えば、「【問１(２)】あなたは、普段の生活でどなたかの介護・

介助が必要ですか」にて、「どなたか」を「他者に対する」と誤解す

る恐れがあることから、「どなたか」を削った方がよいだろう。 

また、【問２(５)】の選択肢にある「３．あまり不安でない」及び

「４．不安でない」は「不安で『は』ない」が日本語として正しい。 

このような微修正すべきところは他にもいくつかある。的確な答

え、こちらが希望している答えを受けるためには、このような修正

をした方が良い。 




